
塩谷町選管告示第５号 

 

 令和７年４月２７日に塩谷町議会議員選挙を行う予定であるので、公職選挙法第 22

条第２項の規定による選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日、登

録を行う日を次のように定める。 

 

令和７年４月２１日提出 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

１ 被登録資格決定基準日  令和７年４月２１日 ただし、年齢については、 

令和７年４月２７日（選挙の期日） 

２ 登 録 日  令和７年４月２１日 



塩谷町選管告示第６号 

 

塩谷町の議会の議員は、令和７年５月９日に任期が満了するので、公職選挙法第 33

条第１項の規定により、町の議員の一般選挙を次により行う。 

 

令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

１ 選 挙 の 期 日  令和７年４月２７日 

２ 選挙すべき議員の数  １２人 

 

 



塩谷町選管告示第７号 

 

令和７年４月２１日現在における地方自治法第 74 条第１項、第 75 条第１項、第 76

条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第８条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１

項及び第 11項並びに第５条第１項及び第 15項の規定による選挙権を有する者の総数の

50分の１、６分の１及び３分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

令和７年４月２２日 

            

     塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 

塩谷町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の 50分の１の数   174人 

塩谷町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の６分の１の数  1,454人 

塩谷町の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１の数  2,907人 



塩谷町選管告示第８号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙について、公職選挙法第 37 条第

２項及び同法施行令第 24 条第１項の規定により、各投票区の投票管理者及びその職務

を代理すべき者を、次のように選任した。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 



塩谷町議会議員選挙 投票管理者及びその職務を代理すべき者  
  

 
投 票 区 投票管理者 投票管理者の職務を代理す

べき者 
玉 生 藤崎 昭久 小森 幸代 
熊 ノ 木 増渕 邦良 大島 直文 
長 峰 斎藤 憲司 斎藤 英和 
船 生 宿 藤井 正典 斎藤 文人 
新 田 鈴木 修司 渡辺 高志 
大 宮 北条 美智子 手塚 正裕 
田 所 軽部 健一 古久保 輝彦 
大 久 保 君嶋 眞紀 川上 晶子 



 

塩谷町選管告示第９号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙について、公職選挙法第 37 条第

２項及び同法施行令第 24 条第１項の規定により、期日前投票所の投票管理者及びその

職務を代理すべき者を、次のように選任した。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 



塩谷町議会議員選挙 期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者     
 

職務を行うべき日 投票管理者 投票管理者の職務を代理

すべき者 
４月 23日 星 育男 山下 智之 
４月 24日 坂巻 美和 寺内 美枝子 
４月 25日 吉成 幸子 大島 郁夫 
４月 26日 藤井 正典 斎藤 和恵 



塩谷町選管告示第１０号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙について、各投票区の投票所を次

の場所に設ける。 

 

令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

玉 生 投票区   塩谷町役場 

熊ノ木 投票区   星ふる学校「くまの木」 

長 峰 投票区   塩谷町生涯学習センター 

船生宿 投票区   船生小学校 

新 田 投票区   旧船生西小学校 

大 宮 投票区   大宮小学校 

田 所 投票区   田所中公民館 

大久保 投票区   旧大久保小学校 

 



塩谷町選管告示第１１号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙について、期日前投票所を次のと

おり設ける。 

 

令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 

 

期日前投票所名 期日前投票所の場所 期日前投票所を設ける期間 

塩谷町役場 塩谷町大字玉生 955番地 3 
４月 23日から４月 26日まで 

午前８時 30分から午後８時 00分まで 

 



塩谷町選管告示第１２号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙について、公職選挙法第 175条第

３項の規定により、選挙長及びその職務を代理すべき者を次のように選任した。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔    

 

 

選挙長 選挙長の職務を代理すべき者 

蓼沼 稔 星 育男 

 

 



塩谷町議会議員選挙選挙長告示第１号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙における公職選挙法第 175 条第

３項本文の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時を栃木県選

挙等執行規程第 36条の２第２項の規定により次のように定める。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町議会議員選挙選挙長 蓼沼 稔 

 

掲示の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時 

場 所 塩 谷 町 役 場 

日 時 令和７年４月２２日 午後５時１５分 

 



塩谷町選管告示第１３号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙における、不在者投票のための投

票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所を、次のように定める。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 

 

交 付 場 所 

 

塩谷町役場      毎日 午前８時 30分から午後８時 00分まで 



塩谷町選管告示第１４号 

 

令和７年４月２７日に行う塩谷町議会議員選挙の選挙会は、開票の事務と併せて次に

より行う。 

 

令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 

１ 場 所   塩谷町立塩谷中学校 屋内運動場（アリーナ） 

２ 日 時   令和７年４月２７日 午後７時 00分



塩谷町議会議員選挙選挙長告示第２号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙における選挙立会人のくじは、次

により行う。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町議会議員選挙選挙長 蓼沼 稔 

 

 

 

１ 場  所  塩谷町役場 

２ 日  時  令和７年４月２４日 

        午後５時１５分 



塩谷町選管告示第１５号 

 

 令和７年４月２７日に行われる塩谷町議会議員選挙における塩谷町の議会の議員及

び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第１条の規定によるポスター

掲示場を次のとおり設置した。 

 

  令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

 

 



投票区 ポスター掲示場の設置場所 

玉生投票区 

大字玉生７４１ 

大字玉生１３３７－２ 

大字東房１２３－２ 

大字東房３５０－２ 

大字玉生６４８－２ 
 

役場前 

丸進建築作業現場前 

元栃木野前 

和気宅前 

福島自転車横 
 

大字玉生５９８－１ 

大字芦場新田９ 

大字芦場新田７５５６－３１ 

大字飯岡５７０ 
 

福田石材資材置場 

元塩谷町幼稚園前 

渡辺製材所前交差点 

諸沢宅前 
 

大字玉生３９５ 

大字玉生１０４１ 

大字熊ノ木１０－９ 

大字喜佐見１１ 
 

ディサービスセンター前 

玉居子自動車前 

村上宅前 

武田商店前 
 

大字玉生５９ 

大字道下１０２３ 

大字原荻野目３１６ 

大字金枝４６９ 
 

青木宅前 

元高木商店 

若目田宅 

金枝住宅前 
 

熊ノ木投票区 

大字上寺島１６５ 

大字上寺島７９０ 

大字上寺島７６４ 

大字上寺島１６２０ 

寺島十文字 

石切場入口 

上野宅前 

元西高原分校入口 
 

大字喜佐見１１６２ 

大字熊ノ木３６７－３ 

大字熊ノ木３４－６ 

大字鳥羽新田３３６ 
 

ゴミステーション 

東熊ノ木丁字路 

旧東武敷交差点 

斎藤商店前 
 

長峰投票区 

大字船生１２５７－３ 

大字船生１３４９ 

大字船生７８２１－５ 

大字船生８５ 
 

平石宅横 

斎藤宅前 

井戸神公民館 

斎藤宅前 
 

大字船生２４３２－１ 

大字船生１０１４ 

大字船生９５７－３ 

大字船生２２３２ 

大字船生９８８－１ 
 

増渕宅前 

五十嵐宅横フェンス 

長峰集落センター 

百目鬼公民館 

生涯学習センター 
 

船生宿投票区 

大字船生３１２０ 

大字船生２７５９ 

大字船生３１８９ 

大字船生３４３４ 

大字船生３５８８ 
 

斎藤金物店横 

ほたるの里駐車場 

手塚酒店横 

佐貫入口横 

墓地前 
 

大字佐貫９９４－１ 

大字船生４００８ 

大字船生３６６２－１ 

大字船生３５７９－１ 
 

斎藤宅前 

川村公民館前 

手塚宅前 

手塚宅前 
 

新田投票区 

大字船生６５８５ 

大字船生５１２５－２ 

大字船生５５２３－１ 

大字船生５５１０ 
 

君島宅前 

山口公民館前 

今倉宅前 

元西小学校入口の墓地前 
 

大字船生６０８２－１２ 

大字船生６０８２－８０ 

大字船生６２９５ 

大字船生６７４３―１ 
 

船場入口 

船生第２駐在所東 

公民館グラウンドフェンス 

道谷原発電所南丁字路 
 

大宮投票区 

大字泉３４８ 

大字大宮１９４６ 

大字大宮１０２８－２ 

大字大宮４２６ 

大字上平２５８ 
 

観音堂前 

セーブオン前 

大宮コミュニティセンター前庭 

大宮Ａコープ前 

芝山宅横 
 

大字上平２３０－４ 

大字風見１１３１ 

大字風見山田３３１－１ 

大字上沢３３０ 
 

消防小屋南 

吉田宅前 

高野沢宅前 

上沢集会所入口 
 

田所投票区 

大字田所２１８７ 

大字田所２０１６ 

大字田所９００ 

大字田所１６０１－７ 
 

帝都ゴム前 

手塚宅前 

旧田所上公民館前 

塩谷町商工会前 
 

大字田所９４８ 

大字田所７１６ 

大字田所４２０ 

大字田所７２３－２ 
 

石仏の南 

信楽寺前 

墓地北 

田所下区公民館前 
 

大久保投票区 

大字大久保９３５－３ 

大字大久保９２１ 

大字大久保４７３ 

大字大久保１４１４－１ 
 

 
大久保神社前 

田代宅前 

大塩宅前 

旧大久保小前 

 
 

大字大久保１６５０ 

大字肘内３３６ 

大字肘内６１１ 

大字肘内７７７－３ 
 

県道沿自販機北側 

杉山宅前 

久保井宅前 

新幹線西側三角地 
 



塩谷町選管告示第１６号 

 

令和７年４月２７日に行う塩谷町議会議員の選挙における公職選挙法第 194 条第１

項の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。 

 

令和７年４月２２日 

 

塩谷町選挙管理委員会委員長 蓼沼 稔 

 

１，７１３，９６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


